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ノルウェー産業民主化プロジェクトと

社会・技術システム論

赤岡 功

I は じ め に

ノノレウェーでは1962年から69年にかけて，ノルウェ 経営者連盟 NAFと全

国労働組合連合 LOに政府が協力して，合同の産業民主化プロジェグトが実施

され，単調で無意味な，自律性のない職務を再編成して，労働者に仕事におけ

る自律性と学習の機会を与え，満足の増進と同時に生産性をあげ，産業民主化

を実現するとしサ実験が行なわれた。

それは， 1950年代にロ Y ドγのタビストック人同関係研究所。J研究者達によ

って開発されてはいたが，当時まだあまり広くは知られていなかった社会・技

術シλ テム論にもとついて実施された。そして，実験は労働者の満足と20%1こ

達するような生産性の向上を実現したという点では目覚しい成功を収めた。

ノルウェーでの実験の成功が伝えられた196C年代の末から70年代にかけては，

世界の各国は，労働者の欠勤率や退職率の上昇，アパシーの事延，非公認スト

ライキの増加等に悩み，労働者の職務不満が盛んに論議されている頃であった。

そのため，各国からの関心がこれに集中した。 1972年にはニュー・ヨ クでこ

うした問題に関する国際的コンファレ Y スが閣催され，そこではじめて「労働

生活の質 QWLJ という言葉が使われ [Ru田 e11983， p. 1]，以後労働生活の質

の改善は世界の多くの国々で政府のとりあげる問題となっていくヘ

1) 冊えば次のような取り組みがみられる。 フランス，全国労働条件改善事業団設立(1972) 西

独，労働の人間化のための予算計上，共同ヅ P シι グトの実施 (1971年より〉 イギリユ， 労働
調査ユエットを労働省内に設置 (1974):米国，全国生産性および砦働生活の質向上法制定
(1975) ;スウエ デン，封働生活センター(ALC)設立 (1977)等々。なお，これらの問題を調

査研究している機関のりストを J.Baileyが示しているが，それは50を超える。しかも，それノ
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し たがって，労働生活の質の改善，労働の人間化，職務再編成，作業組織の

再編成等々四種々の名称でIば れ る 仕 事 そ れ 自 体 の 変 革町こついて考える時に

は，ノノレウェー産業民主化プロジェクトは，第 1に，その後のこの方面での世

界各国におけ る 展 開 に 与えた影響という点からも，第 2に，その際の有力なア

プロ ー チとして，社会・技術システム論を広〈知らせることになったという点

からも，その重要性は強調に値する。

し かし本稿において，ノルウェー産業民主化プロジェクトを改めて取り上

げるのは，上のような理由からだけではな， '0 

今日で は，社会・技術システム論は，労働の人間化におけるいくつかのアプ

ローチのうちの っと理解されることが多くなっているωが， ノルウェーの実

験を導いた時，社会・技術システム論は単なる作業組織の変革論ではなかった。

それ は ，職場の労働者に経営のパワーの 部の移転をはかるのとし、う意味で，

、で包括的というわけではない。 ditto，1983. pp. 290-296. 

の これらの定義は人々により異なるが，その中心は，仕事それ自体の改善におかれている。しか

し，最近では労働生活の質では苦働環境の世善に重点がおかれるようになってきてし品。ただ

し，労働環境という場合，単に物理的な環境のみを草昧せず，労働者の精神面への悪影響という

点から仕事の内容自体も問題とされる。冊えぽ， 1977年成立のノルウェーの労働環境法では，そ

の条文において「細分化された仕事，繰り返し作業およひ'従業員自らが作業スピードを変えるこ

とを妨げられるようなやり方で機械やコンベア ベルトに主I配されているような作業は避ける努

力がなされなければならない lとする規定をもつのなお，スウェーデンにおいても，このような

具体的表現ではないが， 1977年の労働環境法で，物理』ト精神的危挽は避けられなければならな

いとしl 労働組合によって佳命された安全委員が，こうした面で置接の重大な危険がある左判断

したときは，一定の手続により，安全委員は操業を停止させる権限を与えbれている。陥rway，
Act 1977; Swεden， Act 1983; 20 Questions 

3) 例えぽ，奥林康司 1981，pp. 10-110 ただし，これは同氏だ日ではなしそもそも，社会・技

柿シスアム論の米国で回開発者 L.Oavisと J.Taylor 0)編集になる書駒(1972)には，ノル

ウェーの産業民主化フロジェクトに関する論文も， F. E. EmeryやE.Thorsrudの論文も収録

きれている。しかし， それにもかかわらず， 産業民主化(lndustriaJ Democracy)，参加 (Par.

ticipation)，職場における民主化 (Democracyat Work)等々，産業民主化にかかわる項目は索

引にはあげられていない。 ζれに反L，職務内容(JobContent)，職務拡大 CJobE叫argement).

職務充実 OobEnrichment)暫は主要項目と芦れ，ぞの下に数多〈の下位項目をあげ4 その量

は約lヘーシを占める。

4) ウエールズ TUCに属すZ研究者 D.Gregory ほ， 職務再編成の方浩にはいろいろちるこ

とをみた上で，社会・技術γ ステム論のみが，自津的作業集団あるいは半白樟的作業柴田を通巴

C，労像者にコ Y トロール白権限会移転するよ二とに接近し亡いるとし乙この理論が他のアプロ

ーチと異なり，労働組合からも一定の関心をもたれる理由を述べている [19B2，t. 54)。
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すぐれて産業民主化の理論であったへそのための自律的集団であり， 仕事を

通じての学習の強調であった。"

しかし，作業組織の変革が，単なる仕事の変革にとどまるか，それともより

広範な産莱民主化になるかは， ιの理論の具体的適用におけるノウハウの有無

と労使の相互作用の中できまる。この点の理解は，各国における社会・技術V

R テム論の展開，およびそれに基づく作業組織の変革の内容と普及について考

察する時に欠くことのできないものであると考えられる。

それゆえ，木稿の主要な目的は，上のような理解を得るために，ノノレウ

産業民主化のプロジェクトの経過とその際に適用された社会・技術V ステム論

の特徴を明らかにすることである。

II エメリーと卜ーJ~ ス Jレ‘γ ドの構想と意業民主化ブロジェウト

ノルウェーで産業民主化の論議が高まったのはこれまでに何度かあるが，そ

の第1回目の第一次大戦後の論議においては労働者委員会 (Workers'Com-

m:ittee) の導入がはかられた。その第2回目は第二次大戦直後であるが，こり

時には生産協議会が導入されたへ しかし，いずれもそれほどの影響力をもた

なかっ Tこ [NILOC1975， p. 88; LO(N) 1975， pp. 9-10Jo 

第二次大戦直後の変革として指摘しておかなければならないもう 1点は，

1947年から，いくつかの国有企莱において労働者が取締役会にその代表を派遣

℃きるようになったことである。ただし，それは，各企業の取締役の任命権を

もっ各省に労働者が推薦権を持つというもので，直接，労働者が選出できると

いうものではなかった [NILOC1975， pp. 88， 93J。

5) ノルウェー語ではこのプ F ジェクトは， r協調プロジェグト CSamarbeidsprojektet)Jと呼ば
れーにいるが， ζれを指噂した研究者遣はζ札を英文で紹介するときには，産業民主化プロジェク
トという語を好んで使っている。例えぽ次を参照。E.Thorsrud 1972， p. 454; P. Engelstad 
1972， p. 328. 

め なお， 1966年に NAFとLコの聞の基本協約に主要な悼Eが行なわれたが， この時に生産協
議会に関する協約は，基本協約の中に PartBとして含まれることになった.その名称は，工場
評議会 CWorksCounci1)とき札ている [LO(N) 1975. pp. 5. 10， NAF-LO， 19回]。
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その次に産業民主化に関する論争が始まるのは，労働党"が1953年の選挙に

あたり，取締役会への従業員代表派遣制度の導入を主張した時からである [T.

Sandberg 1982， p. 102J。そして， 1956年には，政府は労働党と LOの圧力に

より，取締役会への労働代表の派遣のためには会社法の改正が必要かどうかを

検討するための委員会を任命したが， NAF の労働代表取締役制への反対は強

し委員会は何の提案もできなかった。しかし，他方では， NAF は取紛役会

への労働代表制を阻止するためには，何らかの譲歩が必要で，会社のショップ

・ステュワードと取締役会は年に一度，そして， もし当事者の一方が望むなら，

その希望する時にも会合を持つということにした [Bolweg1976， p. 21J。

しかし，この譲歩にもかかわらず，産業民主化の議論は， 1950年代の末から

60年代の初めにかけて，次第に高まコていった。労働党は1957年， 61年の選挙

においても産業民主化論をとりあげ， 1965年までには， もう論争は過熱気味で

あった。 NAF も LO も， 労働党も自由党も社会党も， 多くの団体や人々が

論争に参加し， 数多くの書物， 論文， プログラムが出された [T. Sandberg 

1982， p. 103J。これらの議論でただ っ共通していたのは，それらはすべて代

表による公式の参加制度を論じていたことであり，いわば上からの民主化論だ

っ7こことである。

NAFは，すでに一定の譲歩をしたにもかかわらず， 取締役会ヘの労働代表

制の要求がなお強まってきており，これに対して防戦を続け，他方では， EEC 

の影響により金属製造，繊維，パルプ・製紙等の各産業が苦境に陥りつつある

のを生産性向上で切り抜ける必要を痛切に感じていた。労働運動のラディカノレ

な部分は，産業国有化論議で持ちきりになっており，さらに労働疎外論もトピ

ックスとして盛んに論じられていたにBolweg1976， pp. 21-22Jo 

ちょうどこのような時にトロンヘイムにあるノルウェー工業λ学で，ぶL メリ

7) 因みに，労働党は1935年から日年まで，第二次大戦中の占領下位別にしてずっと政権を担当L
ており， その後も71年， 73-81年の間 政権の座にあった [Bolweg1976， p. :l: T.indhlad m 
fI. 1984， s. 221]。また，労働党と LOとは前世紀以来ずっと緊密な関係にあり，重要な政治問
嵐組合問題を論ずる公式田委員会をもっている NILOC1975， p. 54 i Bo1 wcg 1976， p. 3)。
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一(F.E. Emery) 等による社会・技術ジステム論の考え方が，産業界および
油

労働組合のリーダーに， トーノレスノレッド (E. Thorsrud) を通じて紹介された

のであった CBolweg1967， p. 22; T. Sandberg 1982， p. 104Jo 

それは筒単にいえば次のようなものであった。すなわち，職場の労働者が単

調で非頭悩的労働により疎外に陥っているのを解決するために，彼らに経営上

のパワーを移転し，自らの仕事にお円る自律性を高める。すると，仕事の良否

が自らのコ γ トローノレによって左右されることになり，よい仕事を遂行しよう

と労働者は意欲を回復する。そこで，労働者は仕事を通じて学習をはじめる。

労働者の能力は高まり，彼bは生産、ンステムをよりうま〈使いこなすようにな

る。かくて効率がよ〈なる。も正より疎外は解消されている。これこそが労働

者に kつての産業民主化であるというのである CThorsrudand Emery 1969， 

p. 194J。

これは新しい考え方であった。従来の産業民主化論は，代表による公式の参

加制度であって，いわば「エリ ト民主制」であり，上からの民主化論であっ

た。これに対し，エメリーとトーノレスノレッドの考え方は，一般従業員の直接参

加という，下からの民主化論であったへ そうした，下からの民主化論と職務

再設計論が一体化したものとして提示されたのが，ここでの社会・技術シ月テ

ム論であった。

この考え方には NAFは関心を示した。労働組合の代表が取締役会に入って

くるよりは，従業員の職場における自律性の広大の方がよいように思われる。

とくに前者では経営効率の改善は期待できそうにないが，後者亡は労働疎外の

解消とともに効率の改善が期待 Eきそうである。 NAFの熱意はかなりのもの

だったという CBolweg1976， p. 22Jo 

これに対して， LOの方にはとまどいがあったと恩われる。年来の主張は，

め この点は，エロ ト民主制の議論がまだ支配闘であった時期に早くから草の担民主々 読を主張
したものとして，オスロの労働調査研究所 CAF1)の現在の所長 B.Gustavsenやスウェーテン
苦働生活センタ ALCのA.Gunnalsonが，エメリーを高〈評価する理由であ.Q(Gusta vsen 
1983， p. 54; Gunnalson 1984， p. 6J。
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取締役会への労働者代表の参加であり，次第に運動は盛り土ってきている。そ

の時に労働組合としては未品目の，職場の仕事を通じての参加論は理解がしにく

かった。 LOのこれに対する熱意は最も低かったという CBolweg1976， p. 22J。

しかしユメリーとトーノレ九ノレッドの理論は， ーの点について欽のようにい

う。労働者が自分の仕事をコントロ ノレできるようになると，意欲を回復し積

極化する。積極化した労働者は，労働代表制中労使協議会といった公式の参加

制度を有効に利用しはじめる。こうして，従来は一般に形骸化しがちな公式の

参加制度という骨組に肉がつき血が通いはじめる， と [Thorsrudand Emery 

1970， p. 194: Emery and Thorsrud 1969， p. 97Jo 

:7，れだけではなし彼らはもし適切にいくつかの実験サイ「を選び，活動研

究を通じてその職場の民主化をはかれば，をれは適切な支援の下で同じ会社の

他の職場，および，より上層へと波及し，会社全体の民主化が実現するばかり

か，他社へも波及してその圏全体で産業民主化が実現するものと考えていた。

それゆえに，彼らは，ノノレウェー産業民主化プロシェクトにおいて，実験職場

の選定にあたって，こうした面から非常に注意したのであったg) [Emery and 

Thorsrud 1976， pp. 150-151J。

かくて， LOは労働疎外の解消と産業民主化の促進という点から， また，

当時の状況下では生産性の向上はすべての労働者に恩恵を与えると考えて

CBolweg 1976， p. 54J，弱いながらこの考え方に基づくノルウェー産業民主化

プロジェクトを支持するにいたる山。

9) Gu皿 alsonは， 彼らの狙いはもっと大き<， ノルウェ}白骨働生活の質の改善は一旦塚にす
ぎず，桂らの内心は，これをスカンシナグィア諸国，大陸ヨーロッバ，そしてイギリスヘフィー
ド・バッタ1.-，アメリカへまで及ぼすことだったとする [A.Gunnalson 1984， p. 6)。

10) LOがこのプロジェグトピ，年来の主張とは別仁協力した理由巳ついては， プロジてク lでは
第1に，まず公式の代表制について調査するとの条件をつけたことのほか，第2に論者が一致し
て指摘する次のような事情が作用したかもしれなし、。すなわち， iト λ 7，1¥.ッド自身の説明で
は， LOとNAFには，彼の人格が信頼されたのであるが，それは大苗l分戦時中における彼のレ
ジスタンスとしての活勤によるものであるJ(T. Sandberg 1982， p. 104J" rト ルλルッ下町
ダイナミックでいく分カリスマ的な性格は彼の提案を LO，NAFに呈容させるのに明らかに貢
献した。それに加えて彼は労働党のメンバーで，第二次大戦中旬レジスタンスの活動家でもあっ
て， LOに対して正当な信任をもっていたJ CBolweg 1976， p. 2110 
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こうして， 19日2年 NAF-LOの合同委員会が設置され，産業民主化プロシ z

クトが開始される [Bolweg1976， p. 22)。しかし，取締役会への労働代表制を

要求し続けてきた LOの圧力によって，調査はまず経営における公式の代表制

からはじめなければならない〔フ z ース A) とされ，これが完了しなければz

フょース Bの職場での労働者の直接参加のプロジェグトは開始されないことと

なりた。この研安は最初ト ノレスノレヅドの指導するトロンヘイムの士業大学の

産業調査研究所が担当したが，彼がオλ ロの労働調査研究所 AFI に移るにと

もない AFIが担当することとなった [p.22J。こうして， トーノレスノレッドは

エメリーほか，タヒストックの研究者達の協力士えて， 1962年にフェースAの

調査を開始したのである。

フェース Aでは，研究者達は，第 1にユーゴスラピ7，酉独，イギリスの公

式の代表制度を文献で調査した。第2に，すでに記したようにノルウェーでは

い〈つかの国有企業t取締役会への労働者代表制が導入されていたので，その

うちの 5社について調査した。これbの企業はいずれも労働者の取締役会参加

に関して10年以上の経験があった。ここでは，労働代表取締役の12人と，取締

役会の中で議長とか専務とかの重要な役割を占めている 18人の計30人にインタ

ピュ が行なわれた[T、horsrudand Emery 1969， pp. 1日日 192)。

調査された主要なものは， (a)人事面でり決定， (b)従業員とあまり関係のない

他白問題に関して， ζれらに労働者代表取締役が影響を及ぼしうるかどうか，

(c)彼らは，特別の経験を活用して取締役会の決定に影響力を行使しうるかどう

かの 3点であコた。

(， )については，個々の人事問題は，取締役会の問題というより，人事部ある

いはヲイソの管哩者問題である。また，労働者と経営とが重大な矛11害の対立を

含む問題の審議の場合には，労働代表取締役はその議論に加わらないことを要

請されるか，あるいは情報を外部に漏らさないという信頼を前提に Lて出席を

許されることになる。このような取り扱いは，一般の取ヲ|の場合にはその取引

業者と密接な関係にある取締役にも同様に適用される原理であるが，こうした
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ことのため，労働代表取締役の人事問題での影響力はそれほど期待で雪ないと

いうことになる。また，(b)わ問題にかかわるが，一般に従業員と労働代表取締

役との聞にはあまり三ミューヶーンョンはなく，生産に関するような問題の場

合でも彼らは会社側から情報を得る ζ とが多いとし寸。

(c)については，従業員の利益を高める決定のほとんどはコスト増となるにも

かかわらず，その経済効果は定かではないことが多しそれゆえ，彼らは役割

コYフリグトに陥り，結局，彼らの特別の経験は生かしえず，他の取締役主類

似の態度をとることになるとされるの

こうした結論から，彼らは公式の代表制度は問題がありu)まず職場レベノレ

での労働者の参加を実現し，人々が活性化することにより，公式の参加制度に積

極的にコミットするに至らせるのが有効であると考えたのである CThorsrud

and Emery 1969， pp. 190-192J。

こうした結論を得てフェース Bがはじまる。まず， NAFと LOの合同調査

委員会の援助の下に，波及効果を十分に考慮して， 4つのデモ γストレ ショ

ン企業が選ばれた。そして，それぞれの会社の経営者と労働組合の合意の下で

実験職場が選定され， 1964年には最初の実験がクリスチニア社 (Cristinia) の

巻線職場とフ γスホス社 (Hunshos) のパノレプ製造部門ではじまり，ついで，

1965年ノーベ社 (Nob併の屯気パネノレ・ヒーター製造部門で， 1967年には

ノノレスク・ヒュードロ社 (NorskHydro) の新設の肥料工場で実験が行なわれ

た山 (Emeryand Thor:，;rud 1976， pp. 23-115; I301weg 1976， pp. 60ー70Jo

これらの実験では， その進行の各l段階毎に，経蛍者，労働組合，関係者の同

意が求められた山。全従業員へも説明し，意見を聴取した。実験においては，

11) しかし，以上の土ろな調査やその結論は， タピストック研涜所が1950年代早〈に費施したクレ
ーシャー メタル社での調査と類似であることを考えるとき，もう少し別の観点からの調査もあ
りえたのではないかと思われる点もある(Jnques1951]0 

12) これらの事測についてはすでによ〈知られているりでここで改めて詳しく紹介する必要はない
と思われる。日本己は，冊えば奥林康司1981，叩・ 48-57に，ノーベ社の場合は簡単に，他の3
社の場合についてはやや詳しく手際のよい紹介がされている由で，それを事照されたい。

13) ただし，ノーベ社の場合はう者働者の代表の同志のとり方はやや簡略で，他の会社でのように，
経営者と費働組合の公式。会議で同意を求めるというものではなく，経営者が，チーフ ショノ
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各職場で半自律的作業集団が形成され，仕事における自律性，変化，学習の機

会等で改善がみられた。その結果，職務満足は改善L，生産性についていうと，

クリスチニ 7社では209百，ノーベ社でも実験期間中に209ぎ，その後さらに11%

の増加がみられた。フンスホス社では品質の改善とコスト・ダウンが実現した。

プロセス生産のノノレスク・ヒュードロ社では，従来の一人一職務の作業方式

では，工場長以下全部で94人が必要となるこのよ場が，半自律的作業集団にも

とづく設計により， 60人で効率も下げず，労働負荷も高めずに運転が可能とな

った凶。また，多能工化により，生産システムの弾力性が高まコた。これによ

り作業停止が減少したが，これはプロセス生産には大きなメリットであった。

4社のデモンストレーション実験ほとのように目覚しい成果者あげて1969年

に終了し，報告書が出された。

III 労働代表取締役制の導入と作業組織の変革の普及

しかし，この間，ノノレウ江ーにおける産業民主化の論議の主流は，こうした

職場での仕事を通じての参加には向わなかった。 NAFも LOも取締役会や労

使協議制度等の公式の参加制度の問題にむしろ努力を傾けていた。

上でみたように， LOは， トーノレスノレッドやエメリーによって提案された産

業民主化プロジェクトに 応の支持は与えたものの，産業民主化に関する従来

の立場は変っていなかった。

すなわち， NAFと LOの合同調査委員会の設置される前年， LOと労働党

は産業民主化に関する合同の委員会，いわゆる 17凡ベングレン委員会」を設

置するが， この委員会は，エメリーとトーノレスノレッドの提唱する職場での産業

民主化論をずっと無視し続けるのである。

アスミングレ Y委員会は， 1962年に産業民主化に関する討議文書をすべての

¥ップ ステュワ ドに説明するというインフォーマルな形にとどまっている [Emeryand 

Thorsrud 1976. p. 881。
14) 効率の低下は経営者が，封働負荷の増大は労働組合が許さないと説明されている [Emeryand 

Thorsrud 1976， p. ~O~J 。
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労働党支部と LO支部へ送付し，意見聴取の」二， 1963年に第一次の報告書を提

出した。そこでの結論はョ (1)労働者が参加の権利をよりよく行使しうるように

従業員の教育をすること， (2)LO-NAFの基本協約により労使協議制をさらに

拡大すること， (3)会社の組織構造を変えて「会社議会 (CorporateAssembly)J 

を設置すること，の 3つを同時に推進すべきであるというものであコたが，産

業民主化プロジェクトのフェーエAでの結果は取りあげていないじNILOC

1975， pp. 93-94; T. Sandberg 1982， p. 103; Rol weg 1976， pp. 24-25J。

これに対して， NAFはフ t ースAの結果者，取締役会への労働代表制の反

対のために利用した [Bolweg 1976， p. 25J。

きらに， 1965年アスベングレ Y委員会は，労働者の参加を促進するために，

会社法を修正することを提案し，会社議会を導入してこれを協力のためのフォ

ーラムと L，この場で従業員は株主と平等の立場をもつようにすべきであると

する最終報告書をまとめたが，ここにおいても，職場における民主制には全〈

何の言及もしていない(T.Sandberg 1982， p. 103J。そして，この報告書は

1965年春 LO と労働党のそれぞれの大会で承認された [Bolweg1976， p. 26Jo 

我々が，ノルウェー LOから1975年に発行された lndustrialDemocracy: 

A Survey 01 t he工kvelotmentof Democracy at Work in Norwayと題する

パンフレットを読むとき，全体で27ベージのうちの Bベ ジが作業組織り再編

成と半自律的作業集団の導入に関する LOの努力の記述にあてられており，そ

ζ ではエメリーのあげた職務変羊の 6基準をあげて，その必要性が具体的に指

摘され ζいるのを見る山。これからすれば LOは熱心に作業組織の変革に努

力してきたかに見える。

しかし， 1974年発行のレピンソソ (C. Levinson) 編集になる書物に収録さ

れた論文では， LO会長のアスベングレン (T.Aspengren)は，職場での民ギ

化とし寸言葉は使っているが，それは仕事における自律性の拡大を必ずしも意

15) なお， この小冊子は，外国人に向付て最初から英語と独語で書かれたもので，ノルウェーの人
へ々の説明ではないと去に注意が必要である [IMd.， p. 6J。
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味してはおらず，作業組織の再編成については全〈触れていない [Aspengren

1974Jo 

このような事情に関連して，ボウノレウェグ(].F. Bolweg)が次のように述

べているよとは興味深い。，聞い Cみると，そり時には LOのリーグーは職務

再編成に熱心な態度をとっているように思える。しかし，彼らは，自らの組織

の中でそれを生き生きとしたものにはできなかったJ CBolweg 1976， p. 32J。

こうして， LOと NAFは産業民主化プロデ」グトには一定の協力はしてい

たが，その主力は公式の参加制度の問題に向けられていた。

1968年には非社会主義政権の下で，最高裁判事エグホフト (Echoft)を議長

とする三者構成の委員会が設立されたが，これにはア旦ベ"./!;iレンともう 1人

の組合代表が加わっていた。この委員会の報告書は1971年 2月に提出されたが，

中立委員と経営者代表からなる多数派は，会社議会の設置には反対し，取締役

会への代表制を一定期間試行してみることを提案していた。これに対して，

LOからの代表2名の少数派は，従業員数 200人以上の企業での会社議会の設

置を主張していた CBolweg1976， p. 28; NILOC pp. 94-95J。

1971年再び政権についた労働党は，このエクホフト委員会の少数派意見をと

りあげた。しかし，この時の労働党政権は少数派政権であり，成立するかどう

か不確かであったといわれるが，多〈のノノレウェーの観察者を驚か世たことに

は， ζ の提案に中央党が賛成L， 1972年 5月に会社法の修正案が可決され， 19 

73年 1月から発効した CBolweg1976， p. 29; NILOC pp.日5-96J。

その内容は次の如〈である。 (1)従業員数5-200人の株式会社では，従業員の

過半数が望むならば，少なくとも 2名の労働者代表を取締役会に派遣すること

ができる。 (2)従業員200名以上のすべての株式会社では， 12人からなる会社議

会が設置され，そのうちの%は株主総会から対は従業員によって選出される。

会社議会は会社の経営に対して全般的なコソトロール機能をもつほか，会社の

資源からみて実質的な影響力のあるような投資に関する問題について，また，

労働力の相当大きな変化や再配置を伴うような合理化や操業の再組織化につい



146 (250) 第 135巻節3号

て，最終決定権をもっ。ここで最終決定権というのは，株主総会でこの決定を

くつがえすことは Cきなけことを意味しているo

また，会社議会は，取締役を選任し，その議長を任命するが， もL，会社議

会のメンバ の%が要求するなら，取締役の選任は比例的に行ないうるものと

なっている。つまり，実質的には従業員は取締役会のメ'/".::: の%を従業員代

表と Lて派遣しうるようになったのである CNILOCpp. 95-96; Bolweg 1976， 

p. 29)。

同法は最初は，鉱業・製造業のみに適用きれたため，わず古'250の株式会社

がカパーされるだけであったが，順次適用範囲が拡大されていき， 1976竿末ま

でにはj 例外を除き，すべてのセクターで，国有企業を含めて，基本的に上記

のような制度が若干の修正をもって実現されるようになった[ILO1981)。

それでは，この取締役会への参加制度はよく利用されているのであろうか。

ζ の点については， NAF とノルウェー工業会の1975年の調査によると， 従業

員数200人以上の企業で，会社議会への代表をきめる選挙における投票率は64

%である。また，従業員数の過半数の要求で取締役会に労働代表を派遣しうる

ようになっていた50-200人の規模の企業で実際にその権利が行使されたのは54

Mの企業においてであるという CILO1981， p. 96)。

この数字から取締役会への労働代表制の利用率の高さを判断するのは必ずし

も容易ではないが， 1945年からお人以上の企業に設置が要請された生産協議会

の設置率が約%であったこと CBolweg1976， p. 20)， LOの組織率は80%とい

う高率であること CF町田back1980， p. 22)等を考えると，労働代表取締役制

の権利の行使について，労働者はとくに熱心とはいえなし、が，またそれほど無

関心というものでもないと考えられる。

次にその効果であるが，一般に貝体的問題において労働代表が特に影響力

を行使できるかどろかについては，もともとそれほ E期待されてもいないし

[Gustavsen 1984， pp. 2ーの，実際ノノレウェ での大企業の約200人の経営者に

対するア yケート調査では， 79%の経営者が会社の経営に対して労働代表取締
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役はそれほど影響力を及ぼしていないとしている。また，重要な決定は労働代

表のいない詐公式の会議できまもこともしばしば亡あるとするくILO1981， pp 

96-97J。

しかし，労働代表取締役制は，会社の意志決定に全く影響がないとし、うわけ

でな<，エンゲノレスタッドとクパレ [P.H. Engelstad and T. QvaleJの調査

では，労働代表取締役のうちの約40%が取締役会に少な〈とも 1件 以 tの問題

を提起しているという [Gustavsen1984， p. 3Jo 

それにしても，上の4日%2:いう数字は決して高いものとはいえず，一般的に

は，労働代表取締役制は，具体的問題について労働者の影響力が高まったかど

うかという観点よりも，むしろこの制度により，労働者は会社の諸問題に対し

て見通しが持てるようになり，交渉に際してそれが役立つという函から評価さ

れている [Gustavsen1984， pp. 2-3J。

こうして， LOの取締役会への労働代表の参加は実現し，なお問題点は大き

いにしても，ある程度の機能も果している。それでは，エメリーやトーノレスノレ

ッドの唱導した職場の民主化はどうであろうか。

関心の寄せられるのは，実験4職場での実験の成功が，同じ企業内の他の職

場や，より上層に波及するとともに，他の企業にも波及し，広範な産業民主化

につながったかどうかであるが，この点では AFIやタピλ トックの研究者の

全く失望すべき結果であった。

まず，同ー企業内での波及についてみると，最初の実験をしたクリスチェア

社 Cは，生産性上昇に伴う報酬の面でのトラブノレ等により実験は成功していた

にもかかわらず，半年後には，t;止された [Bolweg1976， p. 59J。新設工場で，

社会・技術Vステム・デザイ Yの余地が大きい上に，ノノレウェー最大の企業で

もあって，大いに期待されたノルスク・ヒ z ードロ社では，その成果の大きさ

にもかかわらず，他の工場への一般的波及はみられなかった [Bolweg1976， P 

G旬。会社倒|は他の工場へも導入する方針であったとされるが [Emery and 

Thorsrud 1976， p. 114J，北海オイノレの方へ経営者の主たる関心が移り，上部
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からの支持が困難となった。また，会社は，パワー構造の変更をしたり，監督

をゆるめたりはしなかっだ (Bolweg 1976， p. 70J。

ノーベネ土の場合は，最初 NAF-LOの合同委員会が同祉を選んだ時，経営者

は産業民主化の政争に巻き込まれる危険が多いとして実験の免除を申し出てい

たのがI その後，同社の方から工場を指定の上，実験を依煩してきたことによ

り実験が開始されたものであった。実験工場の労働者は，若い女性と主婦が多

く，組合は弱体であり，経営者は，従業員が協力的で比較的扱いやすいと考え

ていたとエメリーやトルスノレッド自身が述べている (Emeryand Thorsrud 

1976， pp. 89-90J。同社での実験について，ボウノレウェグは i経営者は，高

い生産性と λ ピード・アッフ巴のために，協調フ。ロジェグというレッテノレを利用

したと思われる若干の徴候がある」とする (Bolweg1976， p. 65J。 エメリー

やトーノレスノレッドは，同社の実験は産業民主化実験であると考えていたが，全

国組合も地域の組合もこの実験を支持せず，新しい作業組織は同社の主力工場

へは波及しなかった (Emeryand Thorsrud 1976， p. 25J。

これら 3社に対して，フン月ホ月社では，ゆっくりではあるが次第に他の職

場に波及し，全社に及んだ (Bolweg1976， p. 63Joそれは，組合リーダーが新

しい産業民主化のパイオニアになることを望んで熱心に行動したことが一つの

要因でもあるが [Emeryand Thorsrud 1976， p. 63J，もう一点は，コンティン

ジェ y シー・セオり の示すように， ノ。戸セ入生産では，作業グノレープへの自

律性。付与と多能工化は適合的であるためと考えられる川 (cf. 降旗・赤岡編

1978J。

以上のように，同 企業での他の職場への波及は全く期待はずれであったυ

それでは，他社への波及はど弓か。次にとの点についてみる。

クパレ (T.Qvale)は，産業民主化プロジェグトのための NAF-LOの合同

調査委員会の役割を受け継いだ労使協調協議会へは， 5日社ほどの企業が職場で

16) しかし，装置の巨大さに比して作業者の少ないプロセス生産で現実にグループの形成を可能と
ずるには困難さも伴うことについて， および， その困難の克服については次を参照されたい
(Aguren and Edgren 1980)0 
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の産業民主化プロジェグトを報告しているという[1976，p. 460J。しかし，途

中でやめたものもあろうし，実際に生存している実験はもっと少ないとみられ

る。この点について， もう少し古<， 1974斗喝kのボウノレウェグの調査では，実

験は，計画段階で中止されたり初期に失敗したのが13社，計画中か初期の段階

のものが14社で，デモンλ トレーション企業を除いて，実験を継続中の企業は

わずか 5社しかなかったという [Bolweg1976， p. 80J。また，グスタフソ γの

推定では1970年代中噴まで，プロジェクトの生存数は減少の一途である Eきれ

る [Gustavsen1983， p. 73J。

こうして，ノルウ主ー産業民主化プロジェクトは，実験4職場におげる成功

にもかかわらず，その波及という点では，まことに家々たるものであった。

Lかるに， 1969年にプロジェクトが終了L..，その結果が発表されると，それ

は世界各国から注目を集めただけでなく， λ ウェーデγ においては続々と作業

組織の再編成が実施され， 1970年代中頃には実験は500件を超え， 70年代終り

までには数千の職場に及んだ [8AF1975; Lindholm 1979， p. 2J。

なぜ，ノノレウヱーではこれほど少なし λ ウェーデンではそれほど普及した

のだろうか。後半の問題は稿を改めて考察するが，本稿ではこの前半の部分に

ついて次節で検討する。

IV 作業組織の再編成の波及に関する若干の検討

なぜノノレウェーでは作業組織の再編成が普及しなかったのかその理由につい

ては，多くの論者から様々な点が指摘されている (Emeryanu Thor町山11976; 

Gustavsen 1980， 1983; Bolweg 1975; T. Sandberg 1982)。 これらのうち，

ボウノレウェグは全部で16の点をあげている [Bolweg pp. 83-82J。 しかし，そ

れでも十分というわけではない。

しかしながら，スウェーデ γ における広範な普及と比較してみた場合に，重

要な点は大き〈区分すると，(A;企業にとっての作業組織の再編成の必要性，但)

作業組織の変革の意味する内容，およひ(c)労働組合の取り組み方，の 3点から
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みていくことができると考えられる。

(A)に関しては，ボウノレゥ二グは，一般に研究者は欠勤，退職や不満川を過大

評価していたとする。しかし，それだけではなぜノノレウェ で作業組織の再編

成の必要性が少ないのかの|分な説明とはならない。そこで，スウェ デ γ と

i七へた場合のノノレウェ における①工業部門のウェイトの低さ，なかでも②作

業組織の再編成が最も問題となる機械工業の比重の低さ，①製造業における一

事業所当りの従業員規模の小さきが指摘されている [T. Sandberg 1982， pp 

91， 98， 119; cf. NSS 1983， pp. 49; Lindblad， 1984， s. 37]。

両国での蕎合考えるとき，確かにこれらの点は重要な点ではある。しかし，

実験では相当な生産性の増大がみられたのは事実である。それでは，ノノレウェ

ーの経営者は，なぜこのような生産性向上の機会を把えようとしなかったので

あろうか。この点について説明がなされなければならなL、。

それが但)の問題にかかわっているといえる。すなわち，第E節でみたように，

ノルウェー産業民主化プロジェグトを導いた社会・技術シλ テム論における作

業組織の再編成は，広範な産業民主化論と結びついたものであったことが問題

となるo 経営者は職務の変革による労働者の満足の向上とそれによる生産性の

改善ーには興味があるとしても，それが広範な産業民主化につながるとすればた

めらいを感じることは， ノーベ社の場合でも，ノノレスク・ヒュードロ社の場合

でもかなりはっきりみてとることができょう。また，作業組織の変革が確実に

生産性の向上につながるためには，乙の方面でのノウハウの蓄積が必要であろ

う。

しかし， Tサンドベノレイによると，経営側のそうした能力は未だ十分ではな

かった[1982，p. 104J L，作業組織の変革を産業民主化と切り離して実施す

17) ただし， その桂， 別の観者、が加わって， 作業組織の変革のケースは増えてきているという
[Gustavsen 1983， p. 73; J印刷回 1984，p. 33J。なお，最近 Cは職務不満はそれほど広範必現

象ではないとする研究がふえてきているのは周知のとおりである[冊えば， Thurman， 1977Jo 
ただし，その上で， ~IIの観点から最近のノルウェ←における作業組織の再編成の増加がみられる

ことは，興味深い [Gustavsen1980Jo 
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ることは，エメリーやトーノレスノレッド等の研究者が産業民主化プロジェクトに

強くコミットしている「では困難であった。実際，ノーベ社では，産莱民主化

プロジェクトを看板としてのみ利用していると判断した研究者は同社から引き

上げて Lまし、ために，同社では全国組合や地域組合の支持がえられなくなっ

たのである>8， CBolweg 1976， p， 65J。

それでは，産業民主化として実施するのであれば，労働組合はなぜ積極的に

これに取り組まなかったのであろうか。これが， ~りの点であるが，まず第 1 に，

労働組合は，従来から職務規制を行ない，それによって交渉力を維持してきた

とL寸事情があげられる CBolwei':1975， pp， 80-82J。それゆえ，組合は作業組

織の再編成を扱いにくく，また経験もない。また，それを団体主主渉の枠組に位

置づ日るのも困難さが伴う CBolweg1975， pp， 80-82Joそれでも，作業組識の

変革が，労働者の団結を強め，組合の交渉力を強化し，経営全般に対する影響

力を高める産業民主化につながるのが確実であれば，これに熱心に取り組むこ

とになるかもしれないが，職務設計はしばしば個人べ一月で行なわれるL，社

会・技術シλ テム論のいうように広範な産業民主化に至るかどうかはわかりに

〈かった CBolweg1976， pp. 80-82， 2日。それゆえ，労働組合は，産業民主化

プロシェクトに対して消極的協力にとどまったものと考えられる。

したがって， もL.他の条件が加って，個々の労働者ではなく団体としての

労働者のために作業組織の変革を行ないうるようになったり，あるいは，広範

な産業民主化目 環とし ζ実施しうるようになれば，労働組合は ιれに積極的

に取り組むようになるものと考えられる問。また，ノウハウが蓄積されて，生

産性の向上が確実なものとなれば，経営者はもっと作業組織の変革に興味を示

すものと考えられる。

18) ただし，注意すべきは，ユメリ やト ルスノレッドの意図とは別に，社会技術νステム論に
よるf乍業組織の再編成は，産業民主化論と切り離しても.満足の向上，学習機会の拡大，生産性
')改善を実現 Cきることが，これ C示され口、ること巴ある。

19) 因みにそのような条件をもたちすものとして，前者には，ノノレウ江一，スウェーデン両国の労
働環境法の成立がある L[本稿注2参照J.後者にはスウェーデンtこおける共同決定法の制定が

ある。
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